


第２次阪南市子育て拠点

再構築方針について



• 令和１０年４月に、まい幼稚園をはあとり幼稚園に統合
　

※令和８～９年度は、まい幼稚園区からの就園先として、まい幼稚園に加え、はあとり幼稚
園への就園を選択可能

第２次阪南市子育て拠点再構築方針　概要版 令和７年８月
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⑤持続可能性の確保について • 民間活力の導入について検討を行う。
• 一定の集約化を図る。可能な限り既存施設の有効活用を行う。

• 公民がより一層連携を行うことにより、就学前教育等の底上げを図る。④公民の役割分担について

• 公民によるラウンドテーブルを実施し、将来にわたり実効性と柔軟性
を確保する。

③就学前教育等の目標等について

• 公立施設と私立施設のそれぞれ特色を生かし、保護者の多様なニーズ
に対応する。

②保護者が選べる選択肢について

①施設の安全性確保と老朽化対策について
• 施設の設置状況を見定めながら、新築、移転等の措置を講じる。
• 財政状況に配慮しつつ、一定の老朽化対策に取り組む。

Ⅲ．第２次阪南市子育て拠点再構築の方向性

尾崎幼稚園
尾崎保育所

Ⅰ．前阪南市子育て拠点再構築方針（令和元年１２月策定）の進捗状況

• 令和２年６月、運営法人を選定
• 令和２年１２月、市議会において「財産の無償貸付」、「施設整備補助金」を議決
• 令和３年６月、市議会において「幼稚園条例改正」、「保育所条例改正」を議決
• 令和４年４月、「幼保連携型認定こども園飛鳥ゆめ学舎」開園

• 令和２年度、はあとり幼稚園の耐震改修工事を実施
• 令和３年６月、市議会において「幼稚園条例改正」を議決
• 令和４年４月、はあとり幼稚園に「統合」

• 市の西部における保護者の選択肢として、運営を継続

• 令和２年度・３年度、必要な範囲について、老朽化対策工事を実施
• 再構築の候補地として予定していた旧下荘小学校は、利活用の検討を行い、プロポーザルの公募によ

り通信制の高校が設立、旧天神池は土砂災害警戒区域の指定により、候補地等の見直しを検討

はあとり幼稚園
朝日幼稚園

まい幼稚園

石田保育所
下荘保育所

Ⅱ．本市の子育て拠点をとりまく現状

就園先（公私別・施設類型別）
　▶幼稚園に通う児童は、７割減
　▶私立認定こども園に通う児童は、増加。

公立幼稚園・保育所の児童数
　▶幼稚園は、減少
　▶特に、まい幼稚園の児童数が大きく減少

• 当面、運営を継続

• 民間の幼保連携型認定こども園を整備し、再構築
• 下荘地域での用地確保を要件に公募
• 選定の際、新たな施設の整備、運営については、公立施設の施策や取

組事項及び在籍児童に配慮
• 令和１０年４月開園をめざす

• 石田保育所は、東鳥取地域で公立の幼保連携型認定こども園として、
再構築

• 公立の幼保連携型認定こども園が開園した後、公立幼稚園との統合を
検討

• 前再構築方針の候補地等の見直し
• 施設の老朽化

• まい幼稚園は、１学級の園児数の減少に伴い、集団生活の中での子ど
もの育ちを保障することが困難な状況

• 安全安心で快適な教育・保育を受けることができる施設整備を進める。
• 施設整備を進めるとともに、各施設の環境向上、機能強化などを図る。
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■再構築イメージ

第２次阪南市子育て拠点再構築方針　概要版

方針の決定

（案）議会説明

市民説明
（延べ１００人）

パブコメ
（３６人１６９件）

調　整



■案からの主な変更点

第２次阪南市子育て拠点再構築方針　概要版

【変更前】まい幼稚園について、令和７年度に新３歳児募集を停止、令和８年度に
新３・４歳児の募集を停止

【変更後】まい幼稚園区の幼児は、
令和８～９年度は、まい幼稚園とはあとり幼稚園の選択が可能

②はあとり幼稚園・まい幼稚園

③下荘保育所・石田保育所
【文章追加】
運営団体の選定の際、新たな施設の整備、運営については、公立
施設の施策や取組事項及び在籍児童に配慮することとします。

①公立幼稚園・保育所の再構築方針
【文章追加】

施設整備を進めるとともに、各施設の環境向上、機能強化などを図ります。



財政非常事態宣言解除と

行財政構造改革プラン改訂版の

その後について



『財政非常事態宣言』解除
～持続可能な行財政運営の確立に向けて～

令和 ７ 年 １０ 月 １８ 日
 阪  南  市



１

① 財政再生団体転落回避に向け
        『財政非常事態宣言』発出（R３年２月）

【財政非常事態宣言を発出】

・本市の財政状況は、Ｈ２４年度から８年連続で財政調整基金を取り崩しており、また、現状
   のまま推移すると、Ｒ４年度以降財政収支の赤字が継続し、早期健全化団体に陥ることが見
   込まれたこと。
・新型コロナウイルス感染症のような危機的な事象への対応は、健全な財政運営が不可欠であ
   ること。
 等から、財政非常事態宣言を発出しました。

財政非常事態宣言脱却に向け行財政構造改革プラン改訂版を策定(Ｒ３年９月) 

     

持続可能な行財政運営の確立に向け、これまでの取組を徹底的に見直した６５の取組について、
今後１５年間で計画的（短期的・中期的・長期的）に取り組む内容を掲載したプラン改訂版を
策定しました。



２

② これまでの取組を徹底的に見直した
  『行財政構造改革プラン改訂版』とは

『行財政構造改革プラン改訂版』の取組の柱(取組実施後の効果額：約100億円）
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③ 『行財政構造改革プラン改訂版』のこの間の取組

取 組 項 目 目標効果額
     （①）

決算時効果額
      （②）

差  額
（②-①）

働き方改革・人材育成
  (12項目)

    289     353     64

財源の積極的な確保
(11項目)

    795     435  ▲360

事務事業の見直し等
(32項目)

    277     265  ▲  12

特別会計等経営健全化
  (10項目)

      0       0       0

合計（65項目）  1,361  1,053  ▲308

（百万円）

≪ 働き方改革・人材育成・協働 ≫
・組織体制の見直しや行政のＤＸ化等により
 職員数を削減(３７６名⇒３５９名)
≪ 財源の積極的な確保 ≫
・未利用財産の売却（３施設） ：  １.６億円
・ふるさと納税（累計効果額） ：  ２.１億円
 （累計寄附額  ：１３.１億円)
・企業版ふるさと納税(１６社） ： ０.５億円
≪ 事務事業の見直し ≫
・市営プール廃止  ：６施設
・自転車等駐車場廃止：１施設
・子育て拠点のあり方：２幼稚園及び１保育 
                                 所廃止
・図書館及び文化Cの運営の効率化     等

■R３～R６年度の累計効果額

※プラン改訂版に掲げる取組を積極的に推進し、約１０.５億円の効果額が捻出できたものの、制度改正により人
   気返礼品がふるさと納税の対象外となったことや未利用財産の売却が予定通り進みませんでした。
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④『財政非常事態宣言』解除（R７年９月５日）
                 ～３年連続で解除基準を達成～

・この間の取組により、直ちに赤字決算となる危機的な財政状況からは脱却できたものの、少子高齢化等が進む本
   市では、財政運営に構造的な課題を有しており、持続可能な行財政運営の確立に向け、宣言解除後もプラン改訂
   版に掲げる取組の方向性を踏まえつつ、より実効性のある取組が不可欠である。

・このため、本市の財政運営に大きく影響する公共施設のあり方、財源の積極的な確保、働き方改革・人材育成・
 協働の取組を大きな柱に据え、９つの取組項目を抽出し、それぞれの項目について、今後５年間で取り組む具体
 的な内容をロードマップに示した「重点取組方針」を策定し、毎年、決算時にそれぞれの取組項目をロードマッ
 プに照らしその進捗状況を公表する。 

解 除 基 準 R４年度 R５年度 R６年度

❶財政調整基金の取り崩しなし ◎(達成) ◎(達成) ◎(達成)

❷財政調整基金が１５億円以上 × ◎(達成) ◎(達成)

❸経常収支比率が９５％以下 ◎(達成) ◎(達成) ×

◆財政調整基金残高
  Ｒ４：１３.８億円 
  Ｒ５：１６.５億円
  Ｒ６：１９.１億円

◆経常収支比率
  Ｒ４：９２.５％  
  Ｒ５：９４.９％  
  Ｒ６：９６.６％

財政非常事態宣言解除後の取組
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⑤『財政非常事態宣言』解除後の市政運営について
     ～住みやすいまち、憧れのまち阪南の実現に向けて～

依然厳しい財政状況にある本市において、まずは急速な子どもの人口減少、充実した子育て環境へ対応
するため、第２次阪南市子育て拠点再構築方針に基づき、保育所及び幼稚園の機能強化を図るなど、最
重要施策に位置づけている『子ども子育てまんなかのまち』の実現を最優先に取り組みます。

（幼稚園）集団生活の中で育ちの環境整備を図るため、２園を１園に統合
（保育所）公立保育所１所を廃止し、新たに民間の認定こども園を整備
     次のステージでは、公立認定こども園を新たに整備 

さらに、プラン改訂版の取組等を推進し、持続可能な行財政運営の確立に取り組むとともに、複雑かつ
多様化する市民ニーズに的確に対応するため、捻出した財源を「選択と集中」により優先順位をつけな
がら、総合戦略等に掲げる施策を着実に実施します。
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⑥【資料1】収支状況の比較（R１～R6）
■『財政非常事態宣言』発出時の収支予測（R３年２月時点）

令和元年度
決算

令和２年度
決算見込み

令和３年度
決算見込み

令和４年度
決算見込み

令和５年度
決算見込み

令和６年度
決算見込み

180.9 187.7 186.0 183.9 182.2 181.5
178.1 187.7 186.0 184.3 188.1 192.4

2.7 0.0 0.0 ▲ 0.4 ▲ 5.9 ▲ 10.9
▲ 2.0 ▲ 2.9 ▲ 3.7 ▲ 3.7 ▲ 5.5 ▲ 5.0

7.2 7.0 3.3 0.0 0.0 0.0

歳 入
歳 出

実質収支
実質単年度収支
財政調整基金残高

■『行財政構造改革プラン改訂版』取組後の収支結果（R７年８月時点）
令和元年度

決算
令和２年度

決算
令和３年度

決算
令和４年度

決算
令和５年度

決算
令和６年度
決算見込み

180.9 251.2 215.5 208.8 200.2 222.9
178.1 246.9 211.2 205.8 196.9 220.2

2.7 3.7 4.2 2.8 3.2 2.7
▲ 2.0 1.0 3.2 2.6 3.1 1.9

7.2 7.2 9.9 13.8 16.5 19.1

歳 入
歳 出

実質収支
実質単年度収支
財政調整基金残高 （億円）
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⑦【資料2】基金全体の推移（H23～R6） 
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⑧【資料3】経常収支比率の推移（H23～R6） 

96.6%

98.9%

95.2%

99.8%

97.4%

98.7%

102.3%

98.7%

98.2%

95.6%

94.2%

92.5%

94.9%

96.6%

90.0%

92.5%

95.0%

97.5%

100.0%

102.5%

105.0%

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6



9

⑨【資料4】基準財政収入額と基準財政需要額の動向 
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イベント情報



「地元に寄り添う」をテーマに、「匠のｉｐｐｉｎ」を拠点とし
実演販売等にて生産者とのコミュニケーションに繋がる
ことを目的として開催します。

阪南市の事業者等が集うマルシェとなり、地場産品等
の秋の味覚を楽しんでいただけます！

アンケート＆インスタグラムフォローで
オリジナルハイチュウをプレゼント♪



第２５回はんなん産業フェア開催！！！
匠ｉｐｐｉｎの祭典として、令和7年11月1日（土）は匠のｉｐｐｉｎを中心
にマルシェを行い、11月２日（日）は毎年恒例の阪南市内のグルメ
や地場産品をメインとした大物産展のほか、ワークショップなどを
開催し2日間にわたって、イベントを実施します！！！

【内容】
大物産展、美食ブランド「KUU」コーナー、まちバル、まち歩きツ
アー、ワークショップ、消防車・パトカー・軽装甲車の展示を予定
しています。

開  催  日：令和7年11月1日（土）、2日（日）

開催時間：両日ともに10：00～15：00
開催場所：
11/1（土）　商工会「匠のｉｐｐｉｎ」周辺

11/2（日）　阪南市役所裏駐車場、商工
                  会「匠のｉｐｐｉｎ」周辺



演技発表や作品展示をはじめ模擬店、体験コーナー、
フリーマーケットなど子どもから大人まで楽しめる
内容が盛りだくさん！！

１０月１８日（土）～15時
１０月１９日（日）10時～15時

阪南市立尾崎公民館
　場所：大阪府尾崎町1丁目18-15



演技発表、作品展示、体験、模擬店、フリーマー
ケットが出店しています。

１１月１日（土）10時～16時
１１月２日（日）10時～15時

阪南市立西鳥取公民館
　場所：大阪府阪南市鳥取1214-1



阪南市立東鳥取公民館
　場所：大阪府阪南市自然田1464番地

作品展示、舞台発表、屋台、ビンゴゲーム大会、
ストライクアウト、モルック体験もあります。 
８日は歴史資料室もオープンします。

１１月８日（土）9時30分～16時
１１月９日（日）9時30分～15時



参加費

無 料

令和７年11月９日(日)13時30分〜16時

集合場所　西鳥取漁港

定員　先着50人

申込み/問合せ　阪南セブンの海の森活動事務局　　　　　

　　　　　　　  ℡080-5512-3071　

阪南セブンの海の森活動

ア マ モ の は し ゅ （ 種 ま き ） と 海 岸 清 掃 を 行 い ま す 。

アマモ場の保全





拉致問題啓発事業

開催日時　令和７年１１月１７日（月）14：00～16：00（開場 13：30～）

開催会場　サラダホール 小ホール　（阪南市尾崎町３５番地の３）

　※要申込み　定員 １５０名

　申込みは、電話（072-489-4505）

  または、ＵＲＬ　https://logoform.jp/f/o2MTj　→

　担当：総務部人権推進課

映画「めぐみ―引き裂かれた家族の30年」
上映会・パネル展

 拉致問題は、当人やその家族への人権問題であるため、国をはじめ、多くの自
治体が拉致問題の啓発活動を実施しており、政府拉致問題対策本部と全国の自
治体が協力して、様々な拉致問題の啓発事業を実施してきました。
　本市においても、北朝鮮人権侵害問題啓発週間（12/10～12/16）に合わせ
て、本庁ロビーにおいて「ブルーリボン活動」や、毎年１２月実施の「人権を考え
る市民の集い」の時にアニメ映画「めぐみ」を上映し、啓発に努めていますが、　
今回のドキュメンタリー映画は阪南市で初めて上映し、また、政府拉致問題対策
本部から借りた啓発パネルを展示することで、多くの市民の方に拉致問題につい
て改めて考えていただく機会となることを期待しています。



１１月３０日（日）８時３０分～１２時４０分
※小雨決行、荒天の場合は１２月７日（日）に延期

【種 目】
　①親子キッズ（保護者と５・６才児）の部：５００ｍ
　②小学生低学年（小学１・２年生）男子の部・女子の部：１㎞
　③小学生中学年（小学３・４年生）男子の部・女子の部：１.５㎞
　④小学生高学年（小学５・６年生）男子の部・女子の部：２㎞
　⑤一般（中学生以上）男子の部・女子の部：４㎞
　⑥一般（高校生以上）男子の部・女子の部：１０㎞

【参加費】
　①一　般…１，５００円
　②小・中学生…５００円
　③親子キッズ…１，０００円（１組）
※お車でお越しの場合は別途駐車料金が必要

【申込方法・〆切】
　①ＷＥＢによる申込み：申し込み特設サイトを利用              　　
　　https://logoform.jp/form/DN96/1189257

　　　　

　②書類による申込み：申込書に記入のうえ申込窓口へ
　　申込窓口は教育委員会生涯学習推進室、総合体育館
　＊申込〆切：令和７年１０月３１日（金）１７時まで

会場：せんなん里海公園

SCAN HERE！



ご清聴ありがとう

ございました


